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   Ｈ０１Ｍ  10/04     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月17日(2017.11.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも、基材層、金属層、接着層、及びシーラント層が順次積層された積層体から
なり、
　前記シーラント層が滑剤を含んでおり、
　前記接着層の滑剤の含有量が１００ｐｐｍ以下であり、
　下記の計算式（１）で算出される値Ｙが、２５０～７５０の範囲にある、電池用包装材
料。
　Ｙ＝（Ａ×Ｃ＋Ｂ×Ｄ）／（Ｃ＋Ｄ）　　　（１）
　Ａ：シーラント層のアマイド系滑剤の含有量
　Ｂ：接着層のアマイド系滑剤の含有量
　Ｃ：シーラント層の厚み
　Ｄ：接着層の厚み
【請求項２】
　前記シーラント層の前記滑剤の含有量が、５００～２０００ｐｐｍである、請求項１に
記載の電池用包装材料。
【請求項３】
　前記シーラント層の厚みが、１０～３０μｍである、請求項１または２に記載の電池用
包装材料。
【請求項４】
　前記接着層の厚みが、１０～３０μｍである、請求項１～３のいずれかに記載の電池用
包装材料。
【請求項５】
　前記積層体の厚みが、１２０μｍ以下である、請求項１～４のいずれかに記載の電池用
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包装材料。
【請求項６】
　ラマン分光法を用いて前記シーラント層の結晶部と非晶部のスペクトル強度比から算出
される、前記シーラント層の結晶化度が、３０～６０％である、請求項１～５のいずれか
に記載の電池用包装材料。
【請求項７】
　前記基材層と前記金属層との間に接着剤層が積層されてなる、請求項１～６のいずれか
に記載の電池用包装材料。
【請求項８】
　前記金属層が、アルミニウム箔により形成されている、請求項１～７のいずれかに記載
の電池用包装材料。
【請求項９】
　少なくとも正極、負極、及び電解質を備えた電池素子が、請求項１～８のいずれかに記
載の電池用包装材料内に収容されている、電池。
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